
2021 年 5 月 6 日 

 

株主優待券の一部有効期限延長についてのお知らせ 

 

株主の皆さまには平素より格別のご理解とご支援を賜り、誠にありがとうございます。 

新型コロナウイルス感染拡大防止を目的とした当社施設の一部休業に伴い、株主の皆さま

にご送付しております株主優待券につきまして、以下のとおり有効期限を延長いたします

のでお知らせいたします。 

 

【有効期限延長の対象となる株主優待券】 

 ２０２１年５月３１日有効期限の株主優待券のうち、Ｂｕｎｋａｍｕｒａザ・ミュージア

ム／五島美術館 共通ご招待券 

 （本株主優待券は当社株式を５００株以上ご所有の方にお送りしております） 

 

【有効期限の延長】 

 ２０２１年１１月３０日まで有効期限を延長いたします 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止の措置が終息し、対象施設が開館した際には、皆さまのご

利用を心よりお待ちいたしております。 

なお、２０２１年５月中旬発送予定の株主優待券につきましては、予定どおり２０２１年１

１月末までの有効期限とさせていただきます。 


